
令和５年度島根県日本型直接支払検討委員会 

 

日時：令和６年３月２２日（金）１３：３０～１５：３０ 

             場所：島根県庁本庁舎 ６階 ６０２会議室 

 

 

議事次第 

 

１．開会 

   

 

２．議題 

（１）令和５年度の取組状況について【資料１】 

 

 

（２）中山間地域等直接支払交付金の棚田地域振興活動加算について【資料２】 

 

 

（３）中山間地域等直接支払交付金の最終評価【資料３】 

 

 

（４）多面的機能支払交付金の政策の評価【資料４】 

 

 

（５）環境保全型農業直接支払交付金の最終評価【資料５】 

 

 

３．その他 

 

 

４．閉会 



（１）令和５年度の
取組状況について

【資料１】



中山間地域等直接支払交付金 協定面積の推移（ha）
※令和５年度見込み

第４期対策
（Ｈ27～Ｒ元）

第５期対策
（Ｒ2～Ｒ6）

第１期対策
（Ｈ12～Ｈ16）

H12 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

協定面積 11,564 12,597 12,815 12,928 12,986 13,023 11,981 12,058 12,103 12,153
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多面的機能支払交付金 対象面積の推移（ha）
※令和５年度見込み

農地・水・環境保全
向上対策（Ｈ19～）

H19 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

農地維持 19,005 22,681 22,434 22,651 22,491 22,523 22,753 22,875 22,966

資源向上（共同活動） 19,005 21,350 20,932 21,172 20,916 21,232 21,488 21,671 21,772

資源向上（長寿命化） 15,904 16,400 16,496 16,253 16,426 16,773 17,010 16,936
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環境保全型農業直接支払交付金 対象面積の推移（ha）
※令和５年度見込み

第１期
（Ｈ27～Ｒ元）

第２期
（Ｒ2～Ｒ6）

環境保全型農業直接
支援対策（Ｈ23～）

H23 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

取組面積 440 1,470 1,520 1,537 1,346 1,443 1,401 1,459 1,480 1,503
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市町村別 取組面積（ha）
※令和５年度見込み

松江市 安来市 雲南市
奥出雲

町
飯南町 出雲市 川本町 美郷町 邑南町 大田市 浜田市 江津市 益田市

津和野

町
吉賀町 海士町

西ノ島

町
知夫村

隠岐の

島町

中山間直払

協定面積
252 868 1,613 1,971 1,009 690 142 335 1,419 632 1,220 156 500 425 254 116 0 0 550

多面支払（農地維持）

対象面積
2,411 2,451 1,734 2,476 1,066 5,650 120 251 1,572 1,238 1,304 351 664 474 208 107 338 244 307
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中山間直払協定面積・・・・・・・・１２，１５３ｈａ
多面支払（農地維持）対象面積・・・２２，９６６ｈａ



市町村別 取組面積（ha）
※令和５年度見込み

松江市 安来市 雲南市 奥出雲町 飯南町 出雲市 川本町 美郷町 邑南町 大田市 浜田市 江津市 益田市 津和野町 吉賀町 隠岐の島町

江の設置 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冬期湛水 0 21 6 1 84 0 0 0 0 0 0 0 1 30 2 0

有機農業 18 14 2 30 3 26 12 4 10 8 48 35 18 0 50 0

秋耕 0 0 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

ｶﾊﾞｰｸﾛｯﾌﾟ 36 0 0 7 13 64 5 32 144 4 0 36 0 3 5 9

堆肥の施用 68 15 42 178 72 186 0 0 0 118 0 1 7 0 0 0
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環境直払取組面積・・・・・１，５０３ｈａ



交付金額（千円）
※令和５年度見込み

松江市 安来市 雲南市 奥出雲町 飯南町 出雲市 川本町 美郷町 邑南町 大田市 浜田市 江津市 益田市 津和野町 吉賀町 海士町 西ノ島町 知夫村
隠岐の島

町

合計 201,848 335,403 431,016 601,905 249,595 491,715 38,795 78,308 375,041 203,376 297,553 41,547 112,629 92,156 42,493 15,186 2,802 2,028 67,690

環境直払 7,332 5,655 15,365 2,614 6,445 3,254 6,443 2,726 10,339 10,229 1,846 2,509 9,809 2,199 6,431 0 0 0 551

多面支払 150,864 162,216 131,904 202,546 83,873 374,069 10,031 15,837 128,761 86,708 99,899 23,537 36,711 34,286 11,131 4,276 2,802 2,028 22,013

中山間直払 43,652 167,532 283,747 396,745 159,277 114,392 22,321 59,745 235,941 106,439 195,808 15,501 66,109 55,671 24,931 10,910 0 0 45,126
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県全体
中山間直払・・・2,003,847千円
多面支払・・・・1,583,492千円
環境直払・・・・ 93,748千円

合 計・・・3,681,087千円



（２）中山間地域等直接支払
交付金の棚田地域振興
活動加算について

【資料２】
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中山間地域等直接支払交付金の 

棚田地域振興活動加算措置における定量的目標について 

 
[概要] 

 認定棚田地域振興活動計画（認定計画）に基づき、棚田地域の振興を図る取組を

行う場合に加算 

  

※棚田地域の振興を図る取組とは、地域の実態に応じて定量的な目標及び取組期

間を協定に定めて行う取組 

※本委員会において、目標の確認・意見聴取を行う（国実施要領の運用） 

 

 

[目標設定] 

ア 「棚田等の保全に関する目標」 

イ 「棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮に関する目標」 

ウ 「棚田を核とした棚田地域の振興に関する目標」 

ア～ウそれぞれに定量的な目標を一つ以上、計３つ以上の目標を定める。 

              ＋ 

さらに、ア～ウの目標には、下記の３点を含める必要がある。 

① 棚田の価値を活かした活動（地域の実情に応じたもの） 

② 集落機能強化（人材の確保を含む） 

③ 生産性向上 

 



（３）中山間地域等直接支払
交付金の最終評価

【資料３】



集落段階

市町村により、「△」又は
「×」と評価された項目に
ついて、目標達成に向け
た活動の実施

中間年評価

指導・
助言、
フォロー
アップ

Ｒ６年
１月末
予定

Ｒ６年
３月末
予定

都道府県（第三者委員会）

最終評価書

アンケート調査結果の分析

目標達成見込みのフォロー
アップ状況

中間年評価

Ｒ６年３月までに実施

第三者委員会による評価

市町村

中間年評価

「△」又は「×」と評価した
項目のある集落協定に対
するフォローアップ

アンケート調査

○ 市町村における本制度
の役割
○ 市町村において重視し
ている農業施策
○ 次期対策の方針 等

第５ 期対策における最終評価の体系と スケジュール（ 案）

令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度 令和６ 年度

第三者
委員会

評価スケジュール

７月
▲

11月
▲

３月
▲

10月
▲ ▲ ▲ ▲

３月 ８月 ８月（予定）
▲

６月 12月
▲

６月（予定）
▲

・中間年評価の手法・内容の検討

・市町村による協定の評価
・アンケート調査
・事例収集
・統計データによる効果分析
・各結果の分析

・最終評価の
手法・内容の
検討

・最終評価の
実施
・結果の分析
・次期対策の
検討

国による
評価の
進め方

▲ ▲
中間年評価 最終評価

最終評価の体系
国（第三者委員会）

都道府県最終評価書の分析

農用地減少防止効果等の分析

Ｒ６年８月末までに実施
第三者委員会による評価

最終評価書

中間年評価結果（自己評価結果、アン
ケート）と実施状況のクロス集計による
詳細な分析

最終評価の目的

中間年評価において、 取組が不十分と 評価された協定に対する市町村によるフォローアッ プ結果を踏まえ、 第５ 期対策における協定活動
の実施状況を最終的に評価するほか、 次期対策について市町村がどのよ う な考えの下で取り 組むのか、 その方針等を把握すると と もに、 中
間年評価等の内容を詳細に分析・ 検討するこ と で、 制度の見直しに反映するものと する 。


